優良唐津産品 認定規約
１、唐津よかもんの認定

　唐津市において生産及び製造される「優良唐津産品」の認定を行い、付加価値を高め販売促進と観光客及び消費者への安心・安全の推奨と、唐津市における優良産品の商業活動を支援する事を目的とする。但し、農産物及び水産物については、主管団体や組織の先行した取り組みやブランドも存在し販売活動も行われているので、当面は「唐津よかもん」の対象とはしない。
２、名称

　唐津市において加工及び製造された優良産品を「唐津よかもん」と認定し、唐津よかもん振興会により定められたデザインのマーク又はシールの使用を承認する。
３、認定委員会による認定の方法

　この主旨に賛同し、自社及び自身が製造したり加工した優良産品を、定められた書面により申請し、唐津よかもん振興会に設けた認定委員会の書類審査と現地審査を受けて、基準を満たす優良産品のみを書面をもって認定する。
４、認定の期間

　認定された産品の製造における期間や、原材料の供給事情などにより変化がある事を想定しあらかじめ認定期間を設けるが、特段の廃止及び休止の申し出がなければ、継続認定を認める事とする。
５、認定の内容
①唐津産の材料を使った優良産品
②原材料は他所からの調達でも唐津の加工技術により製造された優良産品

６、認定の料金

認定審査料は、1品3,000円、2品目からは1,000円とする。

７、認定委員会

唐津よかもん認定委員会は、唐津よかもん振興会の役員をもって構成する

８、「唐津よかもん」優良産品の認定の公表
　認定をうけた優良産品の名称などは、メディアやその他の公的紙面などを使い、唐津市民に公表するものとし、追加の認定品については、一定の期間を設けて同様に公表する。
９、認定の取り消し

　様々な事情により製造の中止や、販売を終了した場合には、事務局に速やかに報告して申請を取り下げるものとする。また、認定時とは明らかに異なる製造や加工、原材料の変更などが見受けられた場合は、認定委員会が事情を聞いたうえで、現地調査などを行い、認定を取り消す場合もある。
１０、販売促進支援事業

　唐津よかもん振興会において、優良唐津産品を展示販売している事業所などに依頼し、「唐津よかもん」コーナーの設置と販売促進を推進する。
１１、他団体との共同推進

　各地の商店街組合、その他の団体などと共同して、この事業を推進する。
　　
１２、この「唐津よかもん」推進事業は、その進捗状況により活動の内容が変化するものと考え、適時に検討会などを開催し、活動の点検と見直しを図るものとする。
１３、附則

　この規約は、平成２４年１２月２８日から施行する。

